
＜令和２年３月公開版＞ 

 

- 1 - 
 

 

 

 

第１章 

 

これからの介護予防と地域ケア個別会議の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹内 智美  

東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課課長代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

第１章 これからの介護予防と地域ケア個別会議の推進 
 
本科目の目標 
・ 本研修の趣旨を理解する 
・ 東京の高齢者を取り巻く状況を理解する 
・ 東京都高齢者保健福祉計画(平成30 年度～令和2 年度)における介護予防施策の方向性

を理解する 
・ 介護予防・日常生活支援総合事業の概要を理解する 
・ 自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議を推進する意義を理解する 
 
１ 本研修の趣旨 
（１）地域ケア会議の制度的位置付け 
 地域ケア会議は、従来から区市町村や地域包括支援センターで行われてきた取組であり、

地域包括ケアシステム実現のための有効なツールとして、平成24 年度からは国において、

運営マニュアルの作成や研修事業など定着・普及に向けた取組が開始されました。その後、

平成27 年度の介護保険制度の改正により、「高齢者への適切な支援を図るために必要な検

討を行うとともに、地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する

検討を行うもの」として、介護保険法で制度的に位置付けられています。 
地域ケア会議は、①個別課題の解決、②ネットワークの構築、③地域課題の発見、④地域

づくり・資源開発、⑤政策形成の５つの機能を持つとされています。これらの機能を十分理

解し、地域の実情に応じて、地域ケア会議を効果的に活用する必要があります。 
なお、主に地域包括支援センターが主催し、①から③の機能を持つ会議は「地域ケア個別

会議」、区市町村または地域包括支援センターが主催し、④及び⑤の機能を持つ会議は「地

域ケア推進会議」と称されます。 
 

＜図表1-1＞介護保険法（地域ケア会議関係を一部抜粋） 
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＜図表1-2＞地域ケア会議の推進 

   

 
（２）自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議の推進 
 平成28 年度、国は、要支援者を中心とした軽度者が増加していることから、地域ケア会

議を活用して高齢者の自立支援に向けた介護予防ケアマネジメントを先進的に実施してい

る自治体の取組を全国展開することを目指し、「介護予防普及展開事業」を開始しました。 
また、平成29 年に改正された「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針」においては、区市町村が、地域ケア個別会議を通じて自立支援に資する

ケアマネジメントの推進や地域課題の解決に取り組み、さらなる個別支援の充実につなげ

ていく取組の重要性が示されました。 
 

＜図表1-3＞介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（抜粋）   

 

出典：厚生労働省公表資料 
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東京においても今後、軽度者が増加していくと見込まれたことから、国の動向も踏まえ、

都は平成29 年度から、有識者等による会議体を組織し、自立支援・介護予防に向けた地域

ケア会議の体制づくりに取り組む区市町村を支援しており、平成30 年度からは、「自立支

援・介護予防に向けた地域ケア個別会議実践者養成研修」を実施し、個々の高齢者に合った

適切な支援方法について提案・助言できる人材を養成しています。本書は、この研修内容を

区市町村等において広く活用いただけるように作成したものです。 
なお、都では、自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議を、「高齢者が、尊厳を保

持して、自分らしい生活を主体的に営むことができるよう、多職種が連携し、自立支援、介

護予防、要介護状態等の軽減の観点から個別事例の検討を行う会議」と位置付け、その活用

により、高齢者のQOL の向上とケアマネジメントの質の向上を図るとともに、個別事例の

課題分析や支援の積み重ねを通じ、地域に共通する課題や有効な支援策を明らかにし、課題

の発生防止や重度化防止を推進することを目指すものとしています。 
 

自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議とは

（図） 厚生労働省 介護予防普及展開事業「市町村向け手引きvol.1」より抜粋

高齢者が、尊厳を保持して、自分らしい生活を主体的に

営むことができるよう、多職種が連携し、自立支援、介護予防、

要介護状態等の軽減の観点から個別事例の検討を行う会議

※対象事例（対象者）

主に「サービス事業対象者」「要支援者」を想定

（対象者）

自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議の活用により目指すこと

〇 高齢者のＱＯＬ（生活の質）の向上とケアマネジメントの質の向上を図る

〇 個別事例の課題分析や支援の積み重ねを通じ、地域に共通する課題や有効な支援策を

明らかにし、課題の発生防止や重度化防止を推進する

 
 

 

⑪
地
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議
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）
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す
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③地域ケア会議の活用のあり方 ④地域ケア個別会議の実践事例 （1日目）

地域ケア会議の機能や全体像を理解する

②「自立」について考える （1日目）

「自立」の考え方や考え方を共有することの重要性を理解する

①これからの介護予防と地域ケア個別会議の推進 （1日目）

地域ケア個別会議を推進する意義を理解する

自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議について理解する

⑤司会者の役割
⑥事例提供者の役割 （１日目）

主催する側の役割を理解する

⑧リハビリテーション専門職の役割
（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）
⑨管理栄養士の役割
⑩歯科衛生士の役割 （2日目）

助言者としての専門職の役割を理解する

⑦参加するうえで共通認識を持つべきポイントの確認 （2日目）

参加者に求められる共通認識について研修１日目の内容に基づき確認する

 

 

＜図表1-4＞自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議の推進 

＜図表1-5＞自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議実践者養成研修の全体像 
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２ 東京の高齢者を取り巻く状況 
 平成27 年の国勢調査によると、東京都の高齢者人口は、約301 万人で、総人口に占める

割合は22.7％となっています。一方で、少子化により、生産年齢人口（15 歳から64 歳ま

で）や年少人口（15 歳未満）は長期的には減少していくことが予測されています。 
平成12 年に開始した介護保険制度は、高齢者の介護を国全体で支える社会保障の仕組み

として国民に定着していますが、都においては、近年、高齢者人口の伸びを上回る速さで要

介護（要支援）認定者数が伸びており、それに併せてサービスの利用量も増えています。 
介護保険は制度上、サービスの利用量（介護保険給付費）の増加に比例して、その財源と

なる介護保険料も上昇する仕組みになっており、給付と負担のバランスのとれた健全な財

源を維持していくことが、持続可能な社会保障制度の確立を図るための課題といえます。 
 

＜図表1-6＞人口の推移（東京都）   

 

 

＜図表1-7＞介護給付と保険料の推移（東京都） 

  
出典：東京都『東京都高齢者保健福祉計画（平成30 年度～令和2 年度）』 

出典：東京都『東京都高齢者保健福祉計画（平成30 年度～令和2 年度）』 
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３ 東京都高齢者保健福祉計画(平成30 年度～令和2 年度)における介護予防施策の方向性 
（１）地域包括ケアシステムの構築 
平成23 年の介護保険法の改正において、高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で生活で

きるよう、医療、介護、住まい、介護予防、生活支援が一体的に提供される「地域包括ケア

システム」の確立が急務とされました。同時に、国及び地方公共団体は、地域包括ケアシス

テムの構築に向けた取組を推進することとされました。 
また、平成26 年の介護保険法等の改正では、地域包括ケアシステムの構築のため、医療

と介護の連携強化、認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サービスの体制整備

等、区市町村が主体となったサービスの充実が図られました。 
さらに、平成29年の介護保険法等の改正により、高齢者の自立支援と重度化防止を進め、

地域共生社会の実現や制度の持続可能性を確保することに配慮しつつ、地域包括ケアシス

テムの一層の推進を目的として、保険者機能の強化等、取組の推進が図られています。 

＜図表1-8＞地域包括ケアシステムの構築について 

  
 
（２）東京の特性を踏まえた地域包括ケアシステムの構築 
 東京都高齢者保健福祉計画（平成30 年度～令和2 年度）（以下、「第７期計画」という。）

では、大都市東京の目指すべき姿として、「地域で支え合いながら安心して暮らし続けるこ

とができる東京」を理念とし、「高齢者が、経験や能力を活かして居場所と役割を持ち、地

域で支え、支えられながら、自らが望む住まい方、暮らし方、生き方を様々な選択肢の中か

ら主体的に選び、安心して共に暮らし続けることができる東京のまちづくりを推進してい

く」としています。 
また、実現していくためには、豊かな社会資源が集積している東京の特性を踏まえ、地域

の力や民間の力など様々な資源を活用しながら、自助・共助・公助に互助を組み合わせ、そ

れぞれの地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを都内各地で構築していく必要があり、

都は、これに取り組む区市町村を支援していく、としています。 

出典：厚生労働省公表資料 
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（３）介護予防の推進 
 都の第７期計画においては、「介護予防の推進と支え合う地域づくり」を重点分野の一つ

と位置づけ、その主な施策の一つとして介護予防の推進を掲げています。 
介護予防施策の方向としては、「介護予防を地域づくりとして捉え、住民主体の介護予防

活動等を支援する」としており、この背景には、平成26 年に国が示した「これからの介護

予防」の考え方があります。都では、「これからの介護予防」に示される、「機能回復訓練な

どの高齢者本人へのアプローチだけではなく、本人を取り巻く環境も含めたバランスのと

れたアプローチが重要」との考え方を踏まえ、高齢者や地域の住民が主体となって定期的に

体操などを行う「通いの場」等の普及展開に取り組む区市町村を支援しています。 
 

 
 

  

出典：厚生労働省公表資料 

 

＜図表1-9＞これからの介護予防 

＜図表1-10＞都の第７期計画における介護予防の課題と方向性 
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＜図表1-11＞住民主体による通いの場“地域介護予防教室”の事例(多摩市) 

 

４ 介護予防・日常生活支援総合事業 

（１）地域支援事業について 
 区市町村の介護予防事業は、介護保険制度の枠組みにおいては、地域域支援事業の位置付

けで実施されます。地域支援事業は、「被保険者が要介護状態等となることを予防するとと

もに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を

営むことができるよう支援する」ためのものだと定義されています。区市町村は、政令で定

める上限の範囲内で、介護保険事業計画において地域支援事業の内容、事業費を定めること

とされています。 
 地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）、包括

的支援事業、任意事業で構成されています。 
 

＜図表1-12＞地域支援事業の全体像 

  

出典：多摩市『第７期多摩市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』P.73 

厚生労働省公表資料を一部改変 



- 10 - 
 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業 
平成27 年4 月の介護保険制度改正により、総合事業が発展的に見直され、「高齢者が社

会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる」という考え方の下に「介

護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されることとなりました。 
見直し後の総合事業は、区市町村が中心となり、地域の実情に応じて、住民等の多様な主

体が参画し、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な

支援等を可能とすることを目指すものです。 
総合事業の枠組みで実施されるサービスについて、その内容や対象者は、各区市町村によ

り異なります。自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議への参加者は、その区市町村

が総合事業で実施しているサービスについて把握しておくことも大切です。 
 
  

 

 
 
（３）介護予防・生活支援サービス事業の概要 
 介護予防・生活支援サービス事業では、多様な生活支援ニーズに応えるため、従来の介護

予防訪問介護や介護予防通所介護と同様のサービスに加えて、ボランティア、ＮＰＯ法人、

民間事業者等を含めた多様な担い手による訪問サービス、通所サービス及びその他の生活

支援サービスを提供します。サービスの提供者と利用者が、「支援する側」と「される側」

という画一的な関係性になるのではなく、高齢者がサービスを利用しながら地域とのつな

がりを維持できる仕組みとなっています。 

＜図表1-13＞生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加 

出典：厚生労働省公表資料 
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＜図表1-14＞介護予防・生活支援サービス事業の概要 

  
 
（４）一般介護予防事業の概要 
 一般介護予防事業は、年齢や心身の状況等にかかわらず、要介護状態になっても生きが

い・役割をもって生活できる地域の実現を目指すもので、対象者はすべての65 歳以上の高

齢者です。一般介護予防事業では、地域において何らかの支援が必要な高齢者を把握して介

護予防活動につなげることや、住民主体の介護予防活動の推進、リハビリテーション専門職

の関与を促進すること等により、介護予防の機能強化を図ることが求められています。 
 

＜図表1-15＞一般介護予防事業の概要 

  

出典：厚生労働省公表資料 

出典：厚生労働省公表資料 
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５ 自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議を推進する意義 

『介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン』（平成27 年6 月5 日老発0605 第5 号

厚生労働省老健局長通知の別紙、平成30 年最終改正）は、総合事業の介護予防ケアマネジ

メントの考え方について、高齢者が、その生活の質を維持・向上させるためには、高齢者一

人ひとりが自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら必要な情報にアクセス

するとともに、介護予防、健康の維持・増進に向けた取り組みを行うことが重要である、と

しています。 
また、利用者の生活上の何らかの困りごとに対して、単にそれを補うサービスを当てはめ

るのではなく、利用者の自立支援に資するよう、地域の中で生きがいや役割を持って生活で

きるような居場所に通い続けるなど、心身機能・活動・参加にバランスよくアプローチして

いくことが重要である、とも述べています。 

このようなことから、ケアプランの作成について、適切なアセスメントの実施により利用

者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者本人がそれを理解した上で、必要なサービスを主

体的に利用して取り組んでいけるよう、サービス等の利用について検討するとしており、こ

れらのプロセスを実践するあたり、地域ケア個別会議を活用することができます。 

 

＜図表1-16＞自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議、ケアマネジメント、総合事業 の全体像 

地域づくりによる介護予防推進
・住民が主体的に運営する介護予防活動を通し
て住民同士の交流を促進、その支援体制の構築
・容易に歩いて通える「通いの場」を本格的に
育成、居場所や出番作りから生活支援を視野に

従前相当

新しい介護予防・日常生活支援総合事業

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

一
般
介
護

予
防

サービスＡ
基準緩和型

サービスＢ
住民主体

サービスＣ
短期集中

介護予防ケアマネジメント
・本人の「したい」を大切に
・運用基準・窓口体制づくり 等

生活支援体制整備
・インフォーマルの限界をフォーマ
ルで補う視点、自発的な参加の促進

目的に応じた
連携

自立支援に資する
ケアマネジメントの強化

自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議
・多職種でケアマネジメントを支援
・地域づくりとセットで考える

連動

サービスの組み合わせ、
連動による、効果的な
ケアマネジメント

地域包括ケアを支える
介護予防・生活支援の充実、
｢互助｣を基本とした支え合う
地域づくり（社会基盤の整備）

 

 

 さらに、同ガイドラインは介護予防について、事業の利用が終了した後も、高齢者のセル

フケアとして習慣化される必要があるとし、家庭でのセルフケアや地域の様々な支援の活

用も含め、高齢者の継続した取組を支援していくことが大切であると述べています。 

そのためには、地域ケア個別会議の仕組みを活用し、行政担当者や専門職だけでなく、サー

ビス事業所や地域の支え手となる多様な主体も含め、自立支援に向けた介護予防ケアマネ

ジメントについて理解を深めていくことが重要といえます。 

「蕨市における自立支援型地域ケア会議の実施・充実について」（平成29 年1 月24 日 埼玉県福祉部地域包括ケア課地域包括ケア担当）をもと

に東京都介護予防推進支援センター作成資料を一部改変 


